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常滑市食と器の出逢い事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、常滑焼の食器で、常滑の食材や地酒を活用し、観光客を

もてなすことで、常滑の魅力の向上を図る「常滑市食と器の出逢い事業」（以

下「出逢い事業」という。）に係る補助金（以下「補助金」という。）の交付

に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 

(１) 市内飲食店 常滑市内で営業する飲食店又は宿泊施設をいう。 

(２) 市内産食器類 常滑市内の窯元、工房等で作成された常滑焼で、飲食

に用いる容器類をいう。 

（補助の対象） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者は、市内飲食店を経営する法人

又は個人事業主のうち、飲食物の提供に市内産食器類を用いようとする者（以

下「補助対象者」という。）をいう。 

２ 補助の対象は、補助対象者が経営する市内飲食店（補助対象者が複数の市

内飲食店を経営する場合は、各店舗）における市内産食器類の購入に係る費

用（以下「補助対象金額」という。）とする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する

場合は補助の対象としない。 

(１) 市外の卸業者から市内産食器類を購入する場合 

(２) 市税の滞納がある場合 

(３) その他市長が適当でないと認める場合 

（補助金の額） 

第４条 補助対象者に交付する補助金の額は、補助対象金額に３分の２（前年

度以前に補助を受けたことのある店舗の場合は２分の１）を乗じて得た額（当

該額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額）とし、予

算の範囲内で20万円を上限とする。 

（交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、市内

産食器類の購入前に、常滑市食と器の出逢い事業補助金交付申請書兼同意書

（様式第１号。以下「申請書」という。）に次に掲げる書類を添えて、市長に

提出しなければならない。ただし、申請は各店舗につき１年度１回に限るも

のとする。 

(１) 購入計画書（様式第２号） 

(２) 購入する市内産食器類の見積書の写し 

(３) 購入する市内産食器類の写真又はパンフレット 

（４）補助金の振込先金融機関の口座名義が分かるもの（通帳の写し） 

（５）愛知県知多保健所が発行する食品営業許可証の写し 

（６）その他市長が必要と認めるもの 
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（交付決定） 

第６条 市長は、申請書の提出があった場合は、14日以内に書類の審査及び必

要な現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、常滑市食と器の出

逢い事業補助金交付決定通知書（様式第３号。以下「交付決定通知書」とい

う。）により申請者に通知するものとする。 

（申請の取下げ） 

第７条 交付決定通知書を受けた申請者（以下「補助事業者」という。）が、申

請を取り下げるときは、常滑市食と器の出逢い補助金交付申請取下げ届（様

式第４号）を市長に提出しなければならない。 

（補助事業者の義務） 

第８条 補助事業者は、市内産食器類を用いて飲食物を提供する相手又は観光

客に対し、店舗内及びホームページ等で、市内産食器類の写真を用いた上で

作家・窯元の名前及び特徴、購入可能店舗等市内産食器類に関する情報を周

知しなければならない。また、店外の目につく場所に、市が定める、常滑焼

の器使用店であることを知らせる標札を掲出しなければならない。 

（実績報告） 

第９条 補助事業者は、市内産食器類の購入後14日以内に、常滑市食と器の出

逢い事業補助金実績報告書（様式第５号。以下「実績報告書」という。）に次

に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

(１) 購入報告書（様式第６号） 

(２) 補助対象金額の支払を証する書類の写し 

(３) 購入した市内産食器類の写真 

(４) 購入した市内産食器類に料理等を盛り付けた写真 

（５) 前条に基づく周知を行っていることがわかる写真又は該当するペー

ジ等を印刷したもの及び市が定める標札を掲出していることが分かる写

真 

(６) その他市長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定） 

第10条 市長は、実績報告書の提出があった場合は、書類の審査及び必要な現

地調査等により補助金の額を確定し、常滑市食と器の出逢い事業補助金確定

通知書（様式第７号）により７日以内に補助事業者に通知するものとする。 

（補助金の請求） 

第11条 確定通知書を受けた補助事業者は、速やかに請求書（様式第８号）を

市長に提出しなければならない。 

（補助金の交付） 

第12条 市長は、請求書を受理した日から30日以内に補助事業者に対して補助

金を交付するものとする。 

（交付決定の取消し） 

第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該交

付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(１) 申請書、実績報告書等の内容に虚偽がある場合 

(２) 交付決定に付した条件に違反している場合 
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(３) その他出逢い事業の趣旨に反していると市長が認める場合 

２ 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該交付

決定に係る補助金が既に交付されているときは、補助事業者に対して期限を

定めてその返還を命ずることができる。 

（書類の整備） 

第14条 補助事業者は、補助金に関する書類（以下「関係書類」という。）を補

助金の交付を受けた日から５年間保管しておかなければならない。 

（補助事業者の努力義務） 

第15条 補助事業者は、市内産食器類を用いて飲食物を提供する相手に対して、

市内産食器類に関する情報を提供するよう努めるものとする。 

（補助事業者への聴取等） 

第16条 市長は、出逢い事業の成果を把握するために、補助事業者に対して関

係書類を検査し、又は前条の規定による情報提供の状況について聴取するこ

とができる。 

（その他） 

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成29年７月６日から施行する。 

附 則（令和２年４月３日要綱第39号） 

この要綱は、令和２年４月３日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 


